
苫小牧市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助制度　　Q＆A

項目 質問 回答

1
　対象となる安全運転支援装置はどの
ようなものですか。

　国土交通省の性能検査を受けた、後付けの急発進等抑制装
置で、安全運転支援装置取扱事業者の店舗等において設置す
るものをいいます。

2
　「安全運転支援装置取扱事業者」はど
こで確認できますか。

　苫小牧市のホームページで確認することができます。

3 　補助対象年齢は何歳からですか。 　令和５年度中に満７０歳以上となる方が対象になります。

4

　「令和６年３月３１日時点で満７０歳以
上となる者」とは、「昭和２９年４月１日以
前に生まれたもの」という解釈でよいで
すか。

　その通りです。

5
　令和５年度中に満７０歳となるのです
が、購入、登録の時点では６９歳でした。
この場合は対象となるのでしょうか。

　令和５年４月１日以降に設置された場合は、設置時点に満７０
歳でなくても、年度内に満７０歳となる方は対象となります。

6 　補助金額の算出方法は。

　補助金額は、後付けペダル踏み間違い急発進等抑制装置の
本体、部品、取付に必要な費用（消費税込み）の1/2とし、障害
物検知機能付きの場合は20,000円、検知機能なしの場合は
10,000円を限度額となります。

7
　設置後いつまでに申し込めばよいので
しょうか。

　届け出（申請）は取り付けから原則１か月以内になります。
（設置は令和５年４月１日以降のもの）

8
　補助制度開始（令和５年４月１日）より
前に設置した場合は補助対象になりま
すか。

　補助対象となりません。

9
　申請受付はいつから始まりますか。
　土日祝日でも申請できますか。

　申請受付の開始は令和５年４月１日からです。
　申請書の受付は、市役所の開庁日のみです。土日祝日、年
末年始の閉庁日は、受付できませんのでご注意ください。
また、受付期間は、開庁日午前８時４５分から午後５時１５分ま
でとさせていただきます。ご了承ください。

10 　補助金はいつまでの実施ですか。 　令和５年度末までの予定です。

11 　申請書類は、どこでもらえるのですか。
　市役所市民生活課窓口、苫小牧警察署、各コミュニティセン
ター、設置事業者で配布するほか、市ホームページから印刷す
ることができます。

12 　補助金はいつ頃振り込まれますか。
　申請書類を受理してから、３週間程度で振り込みの予定です
が、書類に不備があったり、申請件数過多の場合は、多少遅く
なることもあります。

13
　所有者と使用者が違う場合でも補助を
受けることができますか。

　所有者と使用者の名義が違う場合でも使用者が申請者であ
れば補助対象者となることができます。

14

　所有者は７０歳以上ですが、実際には
７０歳未満の子どもが自動車を使用して
います。安全運転支援装置を設置すると
補助対象になりますか。

　本補助制度では、申請者以外の人が使用する場合は、補助
対象になりません。
　車検証の使用者欄に申請者の名前が記載されている必要が
あります。
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項目 質問 回答

15
　７０歳以上で自ら使用する自動車に設
置したのですが、自分が営む会社名義
の自動車です。補助対象になりますか。

　本補助制度では、令和６年３月３１日時点で満７０歳以上で
あっても事業用の会社の自動車に設置した場合は補助対象に
なりません。
車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されてい
る車が対象です。

16
　リースや残価設定型クレジットについ
て、契約者が申請者であれば申請でき
ますか。

　契約者が補助申請条件に合致して、車検証の「使用者」欄が
申請者の名前であれば対象となります。

17
　1人何台まで補助申請が可能でしょう
か。

　１補助対象者につき１回限りとなります。（車検証の使用者名
義人のみ）

18

　夫婦で車両をそれぞれ運転しているの
ですが、使用者が２台とも主人名義で
す。この場合は２台申請できるでしょう
か。

　１補助対象者につき１回限りとなります。（車検証の使用者名
義人のみ）

19
　安全運転支援装置を設置して補助金
を受け、すぐに売却や名義変更等をする
ことは認められますか。

　認められません。
　補助金を受けた安全運転支援装置は、設置日から1年以上
使用してください。1年未満で安全装置を処分（売却、廃棄等）し
た時は、補助金を返還していただく場合があります。
　ただし、病気等の理由で運転が困難になった場合は、無理に
運転することは止めて、免許返納等をご検討ください。このよう
な場合は、補助金を返還する必要はありません。

20 　申請はどのタイミングで可能ですか。
　補助装置を設置し、取付事業者への支払いが完了し取付事
業者が発行した安全運転支援装置販売・設置証明書を受理す
ることによって申請が可能となります。

21 　補助金は誰に振り込まれますか。 　補助金は申請者に振り込まれます。

22
　補助金振込先金融機関の通帳の写し
とは、どのページを指しますか。

　申請書の補助金振込先情報の誤記載をチェックするためのも
のですので、振込先情報が照合できる、金融機関・支店名、預
金種目、口座番号、預金者名義（カナ含）等がわかるページの
写しを添付してください。

23
　ＷＥＢ通帳しか持っていない場合は「通
帳の写し」はどうすればよいのでしょう
か。

　申請書の振込先情報が確認できるものであれば、通帳の写
しでなくても結構です。（ＷＥＢ通帳のマイページの印刷、キャッ
シュカードの写し等）

24

　身体障がい者等に対する自動車税等
の減免の適用の関係で、有効な運転免
許証を持っていないものを車検証上の
使用者名義として登録しています。実際
に運転する者は満７０歳以上の場合は
対象になりますでしょうか。

　自治体等が発行する減免承認通知書などにより、実際に運
転を行う者が、令和５年度中に満７０歳以上となる者で、かつ、
減免対象者と生計を共にする者であることが確認できれば対
象となる可能性がありますので、市役所市民生活課まで連絡を
お願いします。

25
　故障箇所の修理、補修、改良、改造に
係る費用を除くとなっていますが、どこま
で対象としていますか。

　補助装置の設置に必要なものは対象となります。

26
　軽トラックに安全運転支援装置を設置
したのですが、補助対象に成りますか。

　貨物車も対象になります。車検証の自家用・事業用の別欄が
自家用であれば補助対象となります。

27
　ローンで購入した車両でも補助対象に
なりますか。

　申請者本人が使用している車で、車検証の「使用者」欄に申
請者の名前が記載されていれば対象となります。
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28
　補助金を受け取った後、市外へ転居す
ることになってしまいましたが、補助金は
返還が必要ですか。

　申請者本人が引き続き使用し、廃棄、売却等の処分を行わな
ければ、補助金を返還する必要はありません。

29

　現在は苫小牧市外に住んでいます
が、近々苫小牧市内に引っ越し予定で
す。安全運転支援装置を設置すると補
助対象になりますか。

　安全運転支援装置の設置及び申請日に苫小牧市に住民票
があり、令和６年３月３１日時点で満７０歳以上等の要件をすべ
て満たす個人であれば、対象になります。

30
　申請書の提出は、郵送でもできます
か。

　記載方法や紛失等のトラブルを回避するため、郵送について
は受け付けておりません。市役所市民生活課の窓口まで、ご
提出をお願いします。

31
　申請書は、代理人に提出してもらって
もよいですか。

　提出は代理の方でも結構です。ただし、申請者は補助対象者
に限ります。

32
　交付申請書兼報告書等の申請書類
は、代筆、またはパソコンで入力してもよ
いのでしょうか。

　申請の申請意志を確認するため、また、誓約及び同意事項
確認のため、様式内の署名は、必ず本人が記入してください。
その他の部分は代筆やパソコンでも構いません。

33
　車検証上の使用者と申請者の名前が
一致しなくても申請することができます
か。

　車検証の「使用者」の欄には、申請者本人の名前が記載され
ていなければ、補助対象になりません。

34
　添付書類「自動車免許証の写し」は表
面だけでよいのでしょうか。

　裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面も必要です。
記載がなければ表面だけです。

35
　補助対象経費の支払いが完了したこと
を証する書類」は、どのようなものです
か。

　購入設置後に支払った際に取扱事業者が発行する「レシー
ト」、「領収書」等を指しています。申請の際には、コピーも可と
しております。

36
　設置した車の「使用者」でない者が、購
入設置費を支払った場合でも大丈夫で
すか。

　本補助制度では、「自ら使用する自動車に自ら設置した」こと
が要件ですので、申請者本人が購入設置した費用を支払うこと
が原則ですので、添付していただく「レシート」、「領収書」等の
宛名も申請者本人名義である必要があります。

37
　「請求書」は、交付決定後でなければ
提出できませんか。

　補助制度の手続きにおいては、交付決定後に提出となります
が、手続きを簡略化するために、申請書提出と同時に提出いた
だくことも可能です。
　また、請求書を提出する際は、請求書に記入した申請者本人
名義の口座の通帳又はキャッシュカードの写しを添付してくださ
い。

38
　添付書類の「安全運転支援装置販売・
設置証明書（第２号様式）」は申請者が
記載して提出しても良いですか。

　申請者でなく、「安全運転支援装置取扱事業者」の記載によ
る証明が必要です。申請者は、この証明書を取扱事業者に記
載いただいた上で、申請書、必要書類とともに、申請してくださ
い。

39
　補助金の受取方法は現金でも可能で
すか。

　補助金の受取方法は、申請者本人名義の口座振込みです。
現金での受取はできません。
　また、事業者への振込などもできません。

40
　安全運転支援装置を設置しましたが、
装置の作動を解除して運転しても良いで
すか。

　道路、交通、運転等の様々な状況に応じて、装置のオン・オフ
の切り替えが必要な場合があるかもしれませんが、補助制度
の主旨をご理解いただき、原則、常に作動する状態で運転して
いただくことを想定しております。
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